
保護者の皆様                                            令和４年１２月号 

「家庭教育を実践する日」を  

ご存じですか？ 

これは「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき

「家庭の日（毎月第三日曜日）」と    

「早く家庭に帰る日（８のつく日）」を合わせ

「家庭教育を実践する日」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

家族で作ろう「心温まるあったか鍋」 

もし取組に困ったら… 

実践後の親子の声 

取組方法 

坂祝町立坂祝小学校の取組を紹介します 

継続することで、さらにこんな姿も見られます。 

チーズカレーなべ 


